
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

滞在地市区町村における不在者投票 

●長期の旅行や仕事の出張などで選挙期間中、遠方に

滞在している方は、滞在先の市区町村で「不在者投票」

ができます。 

●不在者投票ができる時間・場所は、滞在先の市区町

村選挙管理委員会に御確認ください。 

有
権
者 ③滞在先の 

市区町村選

挙管理委員

会で投票 

①投票用紙を

郵便等で請求

します 

②交付（郵送）
された投票用
紙、不在者投
票証明書を受
け取る 

不在者投票ができる期間は 

公示日の翌日から選挙期日の前日まで。 

滞在地から住所地に、 

投票用紙を送致する時間が必要となりますので、 

余裕を持って早めに行ってください 。 

【注意事項】 

※ 不在者投票証明書が入った封筒は、絶対に開けないでください。開封すると投票できなくなります。 

※ 不在者投票は、期間に余裕を持って投票してください。 


